
 

意見書（案）第24号 

 

永住資格取消し制度の創設に反対する意見書 

 

 

上記の意見書（案）を別紙のとおり提出する。 

 

 

令和６年６月28日 

 

 

三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明 様 

 

提出者 三鷹市議会議員 野 村 羊 子 

賛成者    〃    石 井 れいこ 

 〃     〃    伊 沢 けい子 

  



永住資格取消し制度の創設に反対する意見書 

 

 2024年３月15日、政府は、「永住者の在留資格をもつて在留する者」（以下「永

住者」という。）について、出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」という。）

に規定する義務を遵守しない場合や、故意に公租公課の支払いをしない場合、さら

に、より軽い刑に処せられた場合でも在留資格の取消しを可能にする同法の改正案

（以下「本改正」という。）を閣議決定し、６月14日に可決、成立した。 

 故意に公租公課の支払いをしない場合や、罪を犯せば処罰などの対象となること

は、日本人であろうと永住者であろうと変わらないことは言うまでもない。しかし、

それに加えて、生活基盤を全面的に喪失させることにもなり得る永住資格の取消し

という重大な不利益を課すことを可能にするのが本改正である。政府は、本改正の

理由として、「永住許可の要件の明確化等」を挙げるが、厳しい永住資格の要件を

クリアし、長い間社会の一員として生活している、国籍以外は日本人と変わらない

永住者に対し、このような制裁を加重する合理的な理由を説明できていない。 

 さらに、本改正は、入管法に規定する義務を遵守しない場合も対象とするが、こ

のような義務には、在留カードの携帯義務（入管法第23条第２項）も含まれる。同

義務違反への刑事罰としては20万円以下の罰金が定められている（入管法第75条の

３）。このような義務を外国人に対してだけ刑事罰をもって強制すること自体に問

題性があるにもかかわらず、さらに永住資格の取消しをも可能にすることは、明ら

かに過剰である。 

 本改正は、永住資格の取消しに際し、入管当局が職権で他の在留資格へ変更する

ことにより在留継続を可能とする道を認めてはいるが、当該外国人が「引き続き本

邦に在留することが適当でないと認める場合を除き」（第22条の６第１項）として

おり、在留継続を保障しているわけではない。結局は入管当局の広範な裁量次第で

あり、問題の核心は、本改正が外国人に対する前時代的な管理支配体制を指向して

いる点にある。永住資格取消し制度により、現在日本で暮らす約88万人（昨年６月

時点）の永住者の法的地位が格段に不安定なものとなることは明白である。本市に

も約4,000人の外国籍住民が居住しており、永住者及び特別永住者の全国平均比率

は約49％であることから、約2,000人もの人への影響が懸念されることになる。 

 最も安定的な在留資格であるはずの永住者の生活基盤の重要性をあまりにも軽視

する本改正は、すなわち日本に根づき暮らそうという外国人の人権を軽視するもの

と評価せざるを得ない。これは、近年、政府が進めてきた外国人労働者の受入れ施

策及びこれに伴う共生社会の基盤整備施策とも矛盾するメッセージを政府が自ら国

内外に発信するものにほかならない。 

 よって、本市議会は、政府に対し、永住資格取消し制度の創設に強く反対すると

ともに、改めて真の意味での共生に向けた施策の立案、実施を求める。 



 

 上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 

 

令和６年６月28日 

 

三鷹市議会議長 伊 藤 俊 明 

 


